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「ＪＡバンク基本方針」の変更について 

 

 

 

１ 「ＪＡバンク基本方針」について 

 

（１）組合員・利用者の皆様に便利・安心なＪＡバンクをご利用いただくため、

「ＪＡバンク基本方針」（以下「基本方針」という）では、高度な金融サービ

スを提供するための一体的事業運営の取組みとＪＡバンクの健全性を確保す

るための破綻未然防止の取組みを定めています。 

 

（２）一体的事業運営の取組みとして、ＪＡバンクは、全国どこでも、良質で高

度な金融サービスの提供を行うこととしています。 

 

（３）また、破綻未然防止の取組みとして、ＪＡ等が農林中央金庫に経営管理資

料を提出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行う

こととしています。 

 

（４）なお、ＪＡ等による経営改善に向けた取組みを支援するため、ＪＡ等が資

金拠出したＪＡバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支援を行う

こととしています。 

 

（５）基本方針は、金融情勢の変化、ＪＡ等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を 

行い、必要に応じて変更を行うこととしています。 

 

 

２ 平成 26年 6月 25日変更の主な内容 

 

平成 26年 6月 25日開催の農林中央金庫通常総代会において、基本方針の変

更が承認され、同日より実施されました。 

これまでの経営健全化指導の取組みやＪＡバンクにおいて発生している事

象等を踏まえ、引続きＪＡバンクシステムの十分な信頼性を確保する観点から、

主に以下のとおり変更されています。 
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（１）要改善ＪＡ（経営点検基準）の早期解消 

 

要改善ＪＡ（経営点検基準）指定後、２年経過しても改善の目処が立たな

いＪＡについて、レベル格付に指定する。 

 

 

（２）重大な不祥事に対する指導強化 
 

役員が関与する等、ガバナンスに問題がある不祥事が発生したＪＡについ
て、要改善ＪＡ（不祥事点検基準）を経ずにレベル格付に指定する。 

 

 

（添付資料） 
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